
安定型処分場建設差止が認められた判例

産業廃棄物最終処分場建設等差止請求事件

（千葉地裁木更津支部平成 17 年 5 月 12 日判決）

・千葉県富津市の安定型処分場建設をめぐり、次のような権利(特に人格権)に基づく処分場

建設差止請が認められた。

判決文より抜粋

差止請求が認められた理由

①有害物質の混入が不可避

判決文より抜粋

②汚染水が処分場外に拡散していくこと

判決文より抜粋

差止の必要性についての結論

「①有害物質の混入が不可避 及び ②汚染水が処分場外に拡散していくこと」 により

「生命に影響が及ぶのを阻止しようとする」

→ 権利侵害の「恐れがある」ことで差止になっている判決文より抜粋


